
教育委員会協議会日程 

 

令和元年（2019 年）９月 24 日 

 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の決定 

４ 報告事項 

（１）史跡小田原城跡御用米曲輪北東土塁のクスノキについて （資料１ 文化財課） 

（２）神奈川県指定重要文化財の指定について               （資料２ 文化財課） 

（３）不登校重大事態の発生に伴う調査の結果について【非公開】 

（資料３ 教育総務課） 

 

５ その他 

６ 閉 会 
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史跡小田原城跡御用米曲輪北東土塁のクスノキについて 
 

１ 概 要  

平成２９年度の本丸・二の丸整備事業の一環として、平成３０年２月に緑の専門家の指導のもと、史

跡小田原城跡御用米曲輪北東土塁上のクスノキ２９本のうち１３本を伐採し、その根を処理するために

切株に薬剤を注入した。 

残った１６本のクスノキについて、剪定等は実施しなかったが、同年４月上旬、そのうちの一部（９

本）に、葉が茶色く変色し、落葉するなどの異変があることを確認した。 

専門家の見解によると、施工時には想定できなかったが、切株の根が隣接するクスノキの根と地中で

癒着していて、切株に注入した薬剤の影響を受けて枯れたのではないかとのことであった。そこで、同

年４月下旬に、クスノキの樹勢を回復するための処置を至急行った。 

このことは、平成３０年４月の教育委員会定例会において、「史跡小田原城跡御用米曲輪北東土塁上

のクスノキの異変について」として報告を行った。 

 

２ その後の経緯 

日  時 内   容 

平成３０年４月１９日（木） 

         ～４月２３日（月） 

専門家による指導により、造園業者が、枯れ枝の剪定、樹幹への緑化

テープ巻き、幹や根に栄養剤や液体肥料の散布などの処置を行った。 

      ５月  ２日（水） 

７月２４日（火） 

平成３１年１月１８日（金） 

 

専門家による現地確認・経過観察。 

        

          ４月  ８日（月） 

令和元年 ７月 ５日（金） 
  専門家による現地確認・現状判断・植栽管理指導。        

   

３ 現 状（専門家の判断） 

   樹勢の回復については、１年たった状況を確認しないと判断ができないとの専門家の見解に基づき、

以降、定期的に経過観察を続けてきたが、残った１６本のクスノキのうち、異変のあった９本のクスノ

キの状況は、１年以上経っても状況が大きく変わらず、新たに２本に枯れの兆候がみられることとなっ

た。 

そこで、平成３１年４月８日及び令和元年７月５日、専門家によりクスノキの状況確認を行ってもら

ったところ、枯れの見られるクスノキ１１本について６本を伐採、５本を剪定との指導があった。 

 

【御用米曲輪北東土塁のクスノキの状況（写真のとおり）】 

  

４ 今後の対応 

  令和元年度の御用米曲輪の修景整備は、北東土塁のクスノキの整理、土盛り、生垣の設置工事を予定

している。 

令和２年度に予定している北東土塁整備完成後には、土塁上の蔵跡の平面表示などにより、蔵の大き

さや、その歴史的な価値を来訪者に体験的に学んでいただきたいと考えており、その来訪者の安全確保

のため、今年度の御用米曲輪修景整備工事の中で、北東土塁上の危険なクスノキは、樹木医の指導のと

おり伐採・剪定する。 

これにより北東土塁には、１０本のクスノキが残る見込みである。 

資料１ 
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神奈川県指定重要文化財の指定について 

 

令和元年９月３日に、小田原市の中里遺跡から出土した弥生時代の土器など、計141点の考古

資料が神奈川県指定重要文化財に指定されることが決定いたしました。指定年月日は、令和元年

９月17日付けとなります。 

この結果、本市の指定文化財件数は、国８件・県25件・市115件の合計148件になります。 

 

１ 名 称 小田原市中里遺跡の弥生時代中期出土品 

２ 所在地 小田原市城内１番22号 

３ 所有者 小田原市 

４ 種 別 考古資料 

５ 数 量 141点 

（土器66点、石器61点、木
も く

製品
せ い ひ ん

８点、土
ど

製品
せ い ひ ん

４点、石
せ き

製品
せ い ひ ん

１点、骨角
こ っ か く

製品
せ い ひ ん

１点） 

６ 時 代 弥生時代中期中葉（紀元前２～３世紀頃） 

７ 指定が適当とされた理由 

(１)中里遺跡は、足柄平野の南東部に位置する、弥生時代中期中葉の集落です。1990年代の発

掘調査によって居住域、墓域、生産域（水田か）が発見され、本遺跡が当時の東日本にお

ける最大級の規模を誇る集落であることが判明しました。 

(２)出土品については、地元で作られた土器（中里式土器）に伴って、近畿地方をはじめ、東

海地方、中部高地、北陸地方、関東地方北部、東北地方南部といった複数の遠隔地の土器

が認められることが大きな特徴であることから、集落を形成する中で各地域との交流・往

来があったことがわかります。 

石器では、「大陸
た い り く

系
け い

磨製
ま せ い

石
せ き

斧
ふ

」と呼ばれる伐採用・加工用の斧類のほか、製作途中の石

斧の未製品や製作道具（敲
たたき

石
い し

・台石
だ い い し

・砥石
と い し

等）などが出土しており、本遺跡において農耕

具をはじめとする木製品の製作や、伐採用の石斧を製作していたことが段階的にわかる資

料などがあります。また、「サヌカイト」と呼ばれる近畿地方の良質な石材で製作された

石器が持ち込まれていることは、先の土器の様相とともに中里遺跡と他地域との密接な関

係をうかがうことができます。 

その他、鍬
く わ

やその未製品、機織
は た お り

具
ぐ

などの木製品は、弥生時代の関東では最古級と言える

資料であり、農耕具の製作や機織などの技術は稲作とともに伝わった新来の文化と在来の

文化が、本遺跡において混在していた様相も垣間見られます。 

なお、これらの出土品の一部は、文化庁主催の「発掘された日本列島2017」展にも出品

され、注目を集めました。 

(３)中里遺跡の出土品からは、関東地方における本格的な稲作文化の受容が当該期にあったこ

と、その背景には近畿地方や東海地方からの影響を大きく受けていたことなどが明らかと

なりました。 

これらの出土品は、本遺跡において、水田耕作を始めとする新来の技術・文化を取り入

れる上で、他地域（遠隔地）との交流・往来があったことを示す良好な資料であり、本県

をはじめ南関東地方における稲作農耕社会への転換期の様相を解き明かす上で、欠くこと

のできない重要な資料であると評価されます。 

資料２ 
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指定された中里遺跡の出土品（土器の一部は未指定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40号方形周溝墓から出土した壺（高さ71.6㎝） 

 

 

 

 

別 紙 


